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【手続補正書】
【提出日】令和2年6月16日(2020.6.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１部材および第２部材を含む筐体と、
　前記第１部材および前記第２部材のうちの少なくとも一方と結合された導電性の結合部
材と、
　前記筐体に収容され、前記結合部材と導通する導体を含む回路を有する基板と
　を備えた電子機器。
【請求項２】
　前記導体は、前記結合部材が挿通される座金を介して前記結合部材と導通している
　請求項１記載の電子機器。
【請求項３】
　前記座金は、弾性部分を有している
　請求項２記載の電子機器。
【請求項４】
　前記結合部材は、前記第１部材と前記第２部材とを結合し、
　前記第１部材は、前記結合部材が取り付けられる取付穴と、前記座金と対向すると共に
前記取付穴を取り囲む対向面とを含む台座を有し、
　前記結合部材の締め付け方向における前記対向面と前記第２部材との間隔は、前記結合
部材の締め付け方向と直交する方向において前記台座の外側から前記取付穴へ近づくほど
広がっている
　請求項２記載の電子機器。
【請求項５】
　前記座金は、弾性部分を有しており、
　前記対向面は、前記結合部材の締め付け方向において前記弾性部分と重なり合うように
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配置されている
　請求項４記載の電子機器。
【請求項６】
　前記結合部材は、前記筐体の外側に露出した露出部を有する
　請求項１記載の電子機器。
【請求項７】
　前記結合部材は、前記第１部材と前記基板とを結合し、
　前記第１部材は、前記結合部材が取り付けられる取付穴と、前記座金と対向すると共に
前記取付穴を取り囲む対向面とを含む台座を有し、
　前記結合部材の締め付け方向における前記対向面と前記基板との間隔は、前記結合部材
の締め付け方向と直交する方向において前記台座の外側から前記取付穴へ近づくほど広が
っている
　請求項２記載の電子機器。
【請求項８】
　前記座金は、弾性部分を有しており、
　前記対向面は、前記結合部材の締め付け方向において前記弾性部分と重なり合う位置に
設けられている
　請求項７記載の電子機器。
【請求項９】
　前記基板は、前記結合部材が挿通される孔を有する
　請求項１記載の電子機器。
【請求項１０】
　前記導体は、前記結合部材が挿通される開口を、前記基板の前記孔と対応する位置に有
する
　請求項９記載の電子機器。
【請求項１１】
　前記結合部材は、前記筐体の内部に収容され、
　前記第１部材および前記第２部材のうちの少なくとも一方は、前記結合部材と対応する
位置に貫通孔を有している
　請求項１記載の電子機器。
【請求項１２】
　前記回路は、半導体集積回路を含む
　請求項１記載の電子機器。
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